
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  新公益法人制度と税制 

Ｑ：公益法人制度が新しくなったそうです

が、税制はどうなったのですか？ 

 

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

公益法人制度は、従来、主務官庁による設

立許可が必要でしたが、これが廃止され、一

般社団法人・一般財団法人は登記のみで設立

できるようになり、このうち公益事業を行う

一定の基準に適合している法人については、

公益法人に認定される制度に変わりました。 

これにより、従来の社団法人・財団法人は

一般社団法人又は一般社団法人として存続す

ることになりましたが、新制度に移行するま

での間は特例民法法人として従来の法人制度

が維持されることになります。新公益法人制

度の税制は、次のようになっています。①②

に対する法人税率は30%(所得800万円以下は

18%)、③は22%(所得800万円以下は18%)です。 

 ①公益社団法人、公益財団法人 

  公益法人等として取り扱われ、収益事業か

ら生じた所得に対して課税されます。 

 ②一般社団法人、一般財団法人 

  イ)非営利型法人 

   公益法人等として取り扱われ、収益事業

から生じた所得に対して課税されます。 

  ロ)営利型法人 

   普通法人として取り扱われ、全ての所得

に対して課税されます。 

 ③特例民法法人 

  公益法人等として取り扱われ、収益事業か

ら生じた所得に対して課税されます。 
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